
  

森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案 

新
旧
対
照
条
文 

目
次 

 ○ 

森
林
経
営
管
理
法
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
第
一
条
関
係
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

１ 

○ 

登
記
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
四
十
号
）
（
第
二
条
関
係
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

２ 

○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
（
第
三
条
関
係
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

４ 

○ 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
情
報
を
定
め
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
（
第
四
条
関

係
） ·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

５ 
  

 



 

 

- 1 - 

○ 

森
林
経
営
管
理
法
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
の
方
法
） 

第
一
条 

森
林
経
営
管
理
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
（
法
第
五
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
共
有
者

不
明
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
そ
の
他
の
不

明
森
林
共
有
者
を
確
知
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

不
明
森
林
共
有
者
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
措

置
を
と
る
方
法
と
す
る
。 

（
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
の
方
法
） 

第
一
条 

森
林
経
営
管
理
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
政
令
で
定
め

る
方
法
は
、
共
有
者
不
明
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
居
所
そ
の
他
の
不
明
森
林
共
有
者
を
確
知
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
不
明
森
林
共
有
者
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る

た
め
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
方
法
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

一
～
五 

（
略
） 

 

（
不
明
森
林
所
有
者
等
の
探
索
の
方
法
） 

第
二
条 

法
第
二
十
四
条
（
法
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
前

条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
不
明
森
林
所
有
者
等
の
探
索
の
方
法
） 

第
二
条 

法
第
二
十
四
条
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方

法
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 

（
地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
） 

第
三
条 

法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
約
化
構
想
は
、
お
お
む
ね
十
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
期
間
に
つ
き
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
集
約
化
構
想
は
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
協
議
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
同
項
の
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
及
び
当
該
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理

の
方
針
そ
の
他
経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
が
適
切
に
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
と
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
等
が
認
め
た

場
合
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 
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○ 

登
記
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
百
四
十
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

第
一
条 

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
不
動
産
登
記

令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
（
閉
鎖
登
記

事
項
証
明
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
登
記
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
登
記
事
項
要
約
書
」
と
い
う
。
）
又
は
登

記
簿
（
閉
鎖
登
記
簿
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付

、
登
記
簿
又
は
そ
の
附
属
書
類
の
閲
覧
、
登
記
識
別
情
報
に
関
す
る
証
明
、
筆

界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
又
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
、
印
鑑
の
証
明

書
の
交
付
、
商
業
登
記
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
証
明

等
の
請
求
、
不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
東
日

本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十

三
条
第
一
項
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
五
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年

法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
、
電
子
情

報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求
、
電
気
通
信
回

線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
の
請
求
、
動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の
対
抗
要

件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
号
）
に

よ
る
登
記
事
項
概
要
証
明
書
又
は
概
要
記
録
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
、
動

産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
に
よ
る
登
記
申

請
書
等
の
閲
覧
の
請
求
、
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
又
は
申
請
及
び
後
見
登
記
等
に
関
す
る
政

令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
登
記
申
請
書
等
の
閲
覧
の
請
求

に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

第
一
条 

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
、
不
動
産
登
記

令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
、
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
（
閉
鎖
登
記

事
項
証
明
書
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
登
記
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項

の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
登
記
事
項
要
約
書
」
と
い
う
。
）
又
は
登

記
簿
（
閉
鎖
登
記
簿
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付

、
登
記
簿
又
は
そ
の
附
属
書
類
の
閲
覧
、
登
記
識
別
情
報
に
関
す
る
証
明
、
筆

界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
又
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
、
印
鑑
の
証
明

書
の
交
付
、
商
業
登
記
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
証
明

等
の
請
求
、
不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
東
日

本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十

三
条
第
一
項
又
は
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
五
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
、

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
務
処
理
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
よ
る
登
記
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
の
請
求
、
電
気

通
信
回
線
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
に
よ
る
登
記
情
報
の
提
供
の
請
求
、
動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の

対
抗
要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四

号
）
に
よ
る
登
記
事
項
概
要
証
明
書
又
は
概
要
記
録
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請

求
、
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
に
よ
る

登
記
申
請
書
等
の
閲
覧
の
請
求
、
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
又
は
申
請
及
び
後
見
登
記
等
に
関

す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
登
記
申
請
書
等
の
閲
覧

の
請
求
に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。 
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第
八
条 

不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
東
日
本
大

震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
三
条
第
一
項
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関

す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て
の
手
数
料
は
、
一
件
に
つ
き
、
対
象
土
地
の

価
額
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
合
計
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
筆
界
特
定
に
よ
つ
て
通
常
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
利

益
の
割
合
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
、

そ
の
額
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
八
条 

不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
東
日
本
大

震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
三
条
第
一
項
又
は
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に

関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て

の
手
数
料
は
、
一
件
に
つ
き
、
対
象
土
地
の
価
額
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
筆
界
特

定
に
よ
つ
て
通
常
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
割
合
と
し
て
法
務
省
令
で
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
、
そ
の
額
に
応
じ
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
て
得

た
額
と
す
る
。 

上 
 
 
 
 
 
 
 

欄 

下 
 
 
 
 
 

欄 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

上 
 
 
 
 
 
 
 

欄 

下 
 
 
 
 
 

欄 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

２
～
５ 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 
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○ 

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
（
第
三
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
） 

第
三
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含

む
。
）
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法

施
行
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又

は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及

び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る

。 

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
） 

第
三
条 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め

る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
を
含

む
。
）
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都
市
計
画
法

施
行
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お
け
る
建
築
物
又

は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同
法
第
二
十
六
条
及

び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
と
す
る

。 

一
～
四
十
五 

（
略
） 

一
～
四
十
五 

（
略
） 

四
十
六 

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
、
第
十
条
の
十
一
の
六
（
同
法
第
十
条

の
十
一
の
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条

（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

四
十
六 

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
、
第
十
条
の
十
一
の
六
、
第
三
十
一
条

（
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
四
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

四
十
七
～
六
十
四 

（
略
） 

四
十
七
～
六
十
四 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 
２
・
３ 

（
略
） 

 
 

  
 



 

 

- 5 - 

○ 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
情
報
を
定
め
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
（
第
四
条
関

係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
） 

第
一
条 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

（
法
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
） 

第
一
条 

合
法
伐
採
木
材
等
の
流
通
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災

害
等
防
止
措
置
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
講
じ
た
こ
と
を
証
す
る

情
報 

四 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災

害
等
防
止
措
置
（
国
内
樹
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
講
じ
た
こ
と
を
証
す
る

情
報 

五
～
十
二 

（
略
） 

 

五
～
十
二 

（
略
） 
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